
沼津市地域公共交通協議会
（沼津市）

令和６年度 地域公共交通確保維持改善に関する自己評価
（及び地域公共交通計画の評価結果） 概要（全体）

中部様式

平成３１年４月１日設置

令和２年３月 沼津市地域公共交通計画策定
（計画期間：令和２年４月～令和８年３月）

評価対象の地域公共交通確保維持事業
・地域内フィーダー系統確保維持国庫補助金
・地域公共交通調査等事業（利便増進計画推進事業）
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1. 【Plan】協議会等が目指す地域公共交通の姿

地域公共交通の課題
課題１：公共交通軸が不明確
課題２：地域内交通が不十分
課題３：利便性向上への取り組みが不足
課題４：事業者間連携が不足
課題５：拠点間の連携が不足
課題６：自然災害や危機事象発生時へ

の準備、対応が必要

地域の特性や概要
●JR東海道本線とJR御殿場線の２路線の在来線に
４駅が整備されている。
●路線バスは主に３事業者が運行し、JR沼津駅を起
点に放射状に整備されており、市中心部においては概ね
高い運行水準が確保されている一方で、郊外を運行す
る路線を中心に赤字路線も多い。
●タクシーは11社が運行している。
●自家用車への依存率は高く、人口減少も伴って公共
交通の利用も減少傾向にある。

「行きたいまち、住みたいまち。」
～公共交通の改善により、選ばれるまちへ～

沼津市地域公共交通計画
(令和２年３月策定、令和４年２月改定）

【計画目標】

【基本方針】

【計画期間】

６ヵ年（令和２年４月～令和８年３月）
本市公共交通の課題を解決するための施策パッケージ 
” プロジェクト６ “ の事業期間を６年に設定

Ⅵ. いつでも安心・安全プロジェクト

地域公共交通ネットワークの
イメージ図

Ⅰ．公共交通軸形成プロジェクト

Ⅱ．公共交通セーフティネット
構築プロジェクト

Ⅲ．わかりにくさ使いにくさ
解消プロジェクト

Ⅳ．楽しいおでかけ創出プロジェクト

Ⅴ．沼津駅-沼津港連携プロジェクト
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人口：185,758人
（R６.12末現在）

面積：186.85㎢



2. 【Do】目標達成に向けた公共交通に関する主な具体的取組

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ No 施策内容
実施
年度

実施内容

Ⅲ
わかりにくさ
使いにくさ
解消

Ⅲ-①
沼津駅バスターミナ
ルを行先方面別へ再
編

R2・3
バス３社の乗り場をターミナル内
に集約。方面別カラーを設定し、
行先方面別乗り場に再編

Ⅲ-②
沼津駅バスターミナ
ル発ダイヤの調整

R4・5
３番乗り場（西浦・伊豆長岡駅方
面）のパターンダイヤ化、等間隔
運行

Ⅲ-④
バス案内表示デザイ
ンの統一

R2・3
事業者ごとばらつきのあった案内
表示についてデザインマニュアル
を作成しデザインを統一

Ⅲ-⑦
バスロケ、ICカード
の導入支援

R2・3
バスロケ、ICカード決済システム
等設備投資を支援

Ⅳ楽しいおでか
け創出

Ⅳ-②
学生向け企画乗車券
「サンシャインパ
ス」を販売

R5
学生を対象に３社の市内バス路線
が乗り放題になる定期券
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過去に取り組んできたこと（一部）

課題３・課題４に関連す
る取り組み

課題１・課題５に関連す
る取り組み ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ No 施策内容

実施
年度

実施内容

Ⅰ公共交通軸
形成

Ⅰ-① 路線再編
R3～

R5

西部路線再編
南部路線再編

Ⅰ-①
乗合デマンドタクシー
の実証運行

R3
大岡地区協議会が実施する乗合デ
マンドタクシーの実証運行を支援

Ⅴ沼津駅-沼津港
連携 Ⅴ-② 自動運転実証運行 R1～

将来的な運転手不足解消を目指し、
沼津駅-沼津港間の省人化を図るも
の

バス３社がそれぞ
れの取組を行って
来た中で、事業者
や交通手段の垣根
を越えた共通の取
組をいかに増やし
ていくか

地域や時間帯で不
便なところが生じ
始めている

取組

取組

＜課題認識＞

＜課題認識＞



2. 【Do】目標達成に向けた公共交通に関する主な具体的取組

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ No 施策内容
実施
状況

実施内容 考察・今後の取組み

Ⅰ公共交通軸
形成

Ⅰ-①
渋滞頻度の高い路線の
渋滞解消対策検討

△ 自動運転の走行空間実証実験
自動運転の路面標示による影響を分析
することで、将来的なトランジット
モール化を検討する資料とする

Ⅰ-②
公共交通軸における運
行頻度の確保

〇
★地域内フィーダー系統運行補助
（３路線→８路線へ拡大）

バス事業者と協議の上、引き続きバス
路線の維持を図る

Ⅰ-③
公共交通軸における運
行時間帯の拡大

△ 夜間乗合タクシーの実証運行
夜間の人の動きを検証し、夜間の移動
手段を検討する資料とする。

Ⅰ-④
乗務員確保に向けた対
策

〇

市主催の移住相談会でバス事業者
による運転手就職相談を実施
広報ぬまづで運転手のインタ
ビューと運転手募集記事を掲載

沼津を舞台としたアニメのラッピング
バスを運転したいという若い層もいる
ことがわかった。幅広い世代への呼び
かけが考えられる。

Ⅲ
わかりにくさ
使いにくさ
解消

Ⅲ-⑥
デジタルサイネージの
設置

◎
JR片浜駅にデジタルサイネージを
設置

沼津駅、沼津港につづく３箇所目。わ
かりやすい運行情報の提供に努める

Ⅲ-⑧
利用しやすい運賃体系
への見直し

△
一部区間で同じ経路を運行する２
社の共通定期券化の検討

引き続き各社との調整に努める。

Ⅳ楽しいおでか
け創出

Ⅳ-①
路線図・時刻表の
作成

〇
★毎年、路線再編・変更を反映し
たおでかけマップの作成

最新情報を掲載するよう毎年度更新に
努める。

Ⅳ-③
バスイベント、企業・
地区セミナーなどの開
催

〇

出前講座実施。MM効果検証アン
ケート実施。
★MMパンフレット作成
★MMノベルティグッズ作成
バスの日関連バスイベント実施

体験型の出前講座に工夫。紙芝居を取
り入れ、わかりやすい内容に努めた。
今まで小学生向けに力を入れていたが、
今後は大人向け、高齢者向けの出前講
座の実施に努める。

Ⅴ沼津駅-沼津港
連携

Ⅴ-②
新技術の検証
（県との連携による自
動運転検証など）

△
市が主体となった沼津駅-沼津港間
の自動運転に関する実証運行を実
施

将来的なレベル４の自動運転実装に向
け、引き続き実証運行を行う

Ⅴ-⑤ 路線バス利用者の確保 〇
交通DXアプリを活用したシームレ
スな移動の提供

アプリリリース後、どのように展開し
ていくか検討する必要がある。

沼津市地域公共交通計画の目標を達成するためのR6実施事業
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※全31事業中 ◎：完了５件 〇：一部完了（引き続き提供）15件 △：継続中（検討中、実証実験中）９件 ×：未着手２件

（R6時点）★：地域公共交通確保維持改善事業補助を活用



2. 【Do】目標達成に向けた公共交通に関する主な具体的取組

Ⅰ．公共交通軸形成プロジェクト Ⅰ-③公共交通軸における運行時間帯の拡大

沼津市夜間乗合タクシーの実証運行

【内容】沼津駅発最終バス運行終了後のバスの代替手段として夜間乗合タクシーの実証運行を実施
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【目的】深刻なバスの運転手不足や2024年からの運転手の時間外労働の上限規制により最終バス
の繰り上げを余儀なくされていることから、公共交通の運行時間帯の拡大を図るため夜
間のバスの交通空白時間帯において実証運行を実施し、利用実績や傾向を把握する。

【実施期間】令和６年11月22日（金）～令和７年１月31日（金）のうち
金・土・日曜日、祝日（12月29日～1月3日は除く）計30日間

【運行時間】午後９時から11時30分まで 30分毎に出発（６本／日）

【運賃】 700円 ・設定したルートを終点まで乗った時に、タクシーより安くバスより高い金額
  ・タクシーの初乗り運賃（660円）より高い金額

※共創・MaaS実証プロジェクト補助金を活用

【実績】 11月22日～12月15日までの12日間分

人数 運行回数
乗合率

男 女 計 １便
（21：00）

２便
（21：30）

３便
（22：00）

合計

42 22 64

７ ３ １３

50 1.28４便
（22：30）

５便
（23：00）

６便
（23：30）

１１ ７ ９

【利用者の声】
バスがないので毎日乗り合いタクシーがあれば助かると思う。金土日
だけでは、はっきり認識できず安心感がない。毎日あってこそ皆が利
用すると思う。

【考察】
なかなか１便に対して２人以上の利用にならない。初めての取り組みで

あるため、まだ周知不足と思われる。また、利用者層がバスの代替手段と
しているのではなく、タクシーの代替手段になっている可能性があること
が今後の課題と考えられる。



2. 【Do】目標達成に向けた公共交通に関する主な具体的取組

Ⅳ．楽しいおでかけ創出プロジェクト Ⅳ-③バスイベント・企業・地区セミナーなどの開催

これまでのプロジェクトにおける具体的な取り組み

バスの日にちなんだバスイベントの実施
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難易度別 対象 クイズの一例

初級
未就学児・小学校
低学年

バスに隠されたキャラクターを探す
運転手さんにバスの行先を聞く

中級
小学校高学年～中
学生

整理券を取って運賃を答える
虫食い時刻表を埋める

上級
高校生～大人
（バスマニアも）

駅南口のバス停から一番遅い時間に発車するバスの時間と行先は？
「小学校」「小中一貫学校」とつくバス停は市内何カ所？

【内容】「なぞ解きイベント バスのひみつを解き明かそう」 
９月20日のバスの日にちなんで、バスのなぞ解きイベントを開催。
市内を運行するバス事業者３社のバスが沼津駅南口前広場に集結し、バスを自由
に探索しながらバスに関するクイズに答え、沼津バス博士認定証を手に入れる。

【実績】 当日参加人数 209人（大人120人、子供89人）

【参加者の声】 ・幼児でも解ける問題があって楽しめた。運転手さんも話かけてくれ、何度もバスの降車ボタンを押すことがで
きて喜んでいた。 ・たのしかったです！！バス乗りたくなりました！！

・親子で楽しく公共交通を体験し学べる良い企画でした。バス事業者さんが3社ある沼津市ならではの良い取り
組みでした。ありがとうございました。 ・バスの意外な知識が問われた。バスマニアとして楽しかった。

★ノベルティグッズ
配布（アンケート
回答者に）▲普段バスに乗らない層も参加（58.3％）

３社の乗り方の違
いをバスに掲示

【考察】 単発のイベントとしては好評であったが、実際に公共交通への行動変容に繋がっているかどうかは評価できていない
ことが今後の課題と考える。
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路線名 目標値（収支差額） 実績（収支差額） 利用者数 達成状況 判定基準

ららぽーと・原団地・原駅線 ▲15,000千円
▲15,915千円

（収支率43.52％）

80,787人
（15.4人/回）

C
A⇒15,000千円以下
B⇒15,750千円未満
C⇒15,750千円以上

片浜・柳沢線 ▲6,700千円
▲6,061千円

（収支率38.12％）

8,074人
（3.6人/回）

A
A⇒6,700千円以下
B⇒7,035千円未満
C⇒7,035千円以上

ミューバス原・浮島線 ▲8,000千円
▲6,390千円

（収支率35.08％）

18,800人
（4.3人/回）

A
A⇒8,000千円以下
B⇒8,400千円未満
C⇒8,400千円以上

【考察】収支差額の目標を達成できない路線があった。
【理由①】利用者数の減 【理由②】単価の増（会社全体の減便に伴う実車走行キロの減）

今後も沿線地域や近隣の商業施設等での周知を図るとともに、ＪＲの乗継を考慮したダイヤ改正等引き
続き利用促進に向けた取組みを実施していく。

【地域内フィーダー系統評価】

定量的な目標については、沼津市地域公共交通計画における指標に基づいて、収支差額を目標として
います。路線ごとの目標値と実績値は以下のとおりです。

★地域内フィーダー系統運行補助

拓南東線（新規） ▲14,000千円
▲936千円

（収支率74.32％）

29,991人
（21.4人/回）

A
A⇒7,000千円以下
B⇒7,350千円未満
C⇒7,350千円以上

運転免許センター線（新規） ▲11,000千円
▲2,319千円

（収支率58.79％）

22,200人
（15.4人/回）

A
A⇒7,000千円以下
B⇒7,350千円未満
C⇒7,350千円以上

東海道線（新規） ▲18,000千円
▲2,517千円

（収支率60.36％）

29,034人
（15.3人/回）

A
A⇒7,000千円以下
B⇒7,350千円未満
C⇒7,350千円以上

北小林線（新規） ▲8,000千円
▲2,506千円

（収支率60.98％）

30,048人
（13.8人/回）

A
A⇒7,000千円以下
B⇒7,350千円未満
C⇒7,350千円以上

下香貫循環（新規） ▲4,600千円
▲1,973千円

（収支率82.67％）

41,071人
（17.8人/回）

A
A⇒7,000千円以下
B⇒7,350千円未満
C⇒7,350千円以上

新規路線については、R6.4 
から補助を開始した路線で
あり、実績についてはフィ
ーダー補助対象期間
（R5.10～R6.9）の半期分
しかないため、設定した目
標値に対する評価を行うこ
とが出来ない。

73. 【Check】計画の目標の達成状況とその理由についての考察 7



4. 【Act】計画目標の達成に向けた今後の取組方針の作成 88

計画指標・目標値（R7）
達成状況

達成状況
R2 R3 R4 R5 R6 R7

【指標①】
公共交通利用回数

88回/年 64回 67回 72回 77回 - -
未達成

（87.5％）

【指標②】
まちなかへの来訪回
数

42回/年 29回 27回 30回 34回 39回 -
未達成

（92.9％）

【指標③】
路線バス運行に係る
収支差額

△430,000
千円以内

△434,022
千円

△492,479
千円

△356,826
千円

△223,109
千円

- - 達成

◆未達成の指標の今後の見通し
コロナ禍後、各指標は年々回復傾向にあり、このままの傾向が続けば指標②については、R7に目標を達成
できる見込みである。指標①についてはＨ30の基準値85回/年までは回復、目標値88回/年までは到達しな
い見込みであるが、Ｒ８には達成する見込みである。

◆考察

3. 【Check】計画の目標の達成状況とその理由についての考察 8

・指標①については、コロナ禍前と比べ減便していることが、利用回数が目標値まで届いていない一つの要因
として考えられる。

・指標①と指標②を比較すると、R5中心市街地歩行者通行量が基準年度（H30比）で81.2％、公共交通利用回数
が86.9％であり、利用回数はまちなかへの来訪回数以上に回復傾向にあると見てとれる。

・指標③は大幅に改善しており、バス利用者数の増加や運賃改定により、走行キロが減少している一方でキロ
あたり収入が増加したこと、運行系統数減により経費が減少したことが要因として考えられる。

※指標①②は市民一人あたり（回/年）を示している。

◆今後の展開
・路線の再編や事業者を問わない利用環境の整備、夜間乗合タクシー等の補完手段／代替手段の提供を図るこ
とで、より利用しやすい公共交通となるよう随時施策を展開していく。

・「OPEN NUMAZU」のようなまちなかで行われるイベントに対して高齢者向けMMと関連づけたり、毎年作成
している市内おでかけマップへの観光情報の拡充等の施策を展開し、まちなかへの来訪回数増加へつなげる。



4. 【Act】計画目標の達成に向けた今後の取組方針の作成 99

R7年度に２つの計画の見直しを迎える
本計画の達成状況を見ながら改定について検討
を進める

公共交通計画・利便増進実施計画の改定

市内路線バスの目標運行水準の検討

今後の取組

路線毎の運行頻度や利用者状況、バス事業者の
運行収支、運送供給力などのさまざまな視点か
ら市内路線バスの目標運行水準の検討。

路線図（おでかけマップ）の作成

市民や観光客にとってわかりやすく機能的な公共交通
マップを作成する。観光情報等も併せて更新しながら
引き続き、路線改定に合わせ作成を予定。

高齢者向けモビリティ・マネジメントの実施

高齢者に対して免許返納前におでかけの準備運
動を促すパンフレットを作成予定

①広く浅いMM
70歳以上の高齢者世帯等に行っている実態調
査（約1万3千世帯）の際にパンフレットを配布

②対象を絞ったMM
高齢者が集まるイベントや講座でMMを実施。
ノベルティを配布しながらアンケートを取り、
高齢者視点の移動の問題点を把握する。



5.直近2年間の二次評価の活用・対応状況 10

年度 二次評価結果
事業評価結果の反映状況
（具体的対応内容）

今後の対応方針

前
回

引き続き、昨今の運転手不足や働き
方改革の状況・動向を踏まえ、交通
事業者との意見交換や連携を深め、
各施策に係る検討や取り組みを進め
られることを期待します。

市主催の移住相談会でバス事業者に
よる運転手就職相談会を実施しまし
た。また、広報ぬまづに運転手のイ
ンタビューと運転手募集記事を掲載
しました。

交通事業者と密に連携しながら、
引き続き各種施策を実施して行き
ます。

沼津市地域公共交通計画（令和２年
度～令和７年度）及び利便増進実施
計画（令和４年度～令和７年度）の
中間年度を迎えたため、中間評価を
踏まえ、残る計画期間における取組
の推進や次期計画に向けた課題の洗
い出しなど計画的に進められること
を期待します。

令和５年度に中間評価を実施し、各
指標の実績や課題に対する施策の実
施状況を確認し、未実施の施策の洗
い出しや今後の展開について話し合
いました。

令和７年度に二つの計画の改定を
実施する予定です。協議会や交通
まちづくり検討部会、交通事業者
との意見交換会を重ね、課題の洗
い出しを計画的に進めて行きます。

前
々
回

引き続き、フィーダー系統を含めた
公共交通の利用促進を図ること、お
よび令和５年度から実施する等間隔
運行による効果等を検証し、利用者
の利便性向上を図られることを期待
します。

バスの交通空白時間帯を解消するこ
とを目的とした夜間乗合タクシーの
実証運行の実施やフィーダー系統補
助では新規で５路線を追加しました。
また、令和６年度に等間隔運行を実
施し、利便性向上に努めました。

検討中の事業や未実施の事業も含
め、より利用しやすい公共交通と
なるよう、計画に基づき各種施策
を実施していきます。

また、令和６年度以降に実施予定の
事業についても、分科会等を通じて
計画の具体化を図り、地域ニーズに
きめ細かく対応した利便性の高い地
域旅客運送サービスの持続可能な提
供を確保することを期待します。

令和６年度は協議会以外に交通まち
づくり検討部会を３回、交通事業者
との意見交換会を２回開催しました。
部会や意見交換会では同じ経路を運
行する２社の共通定期券化の検討等、
より具体的な問題について議論しま
した。

事業者間の調整等時間がかかるも
のも多いため、部会や意見交換会
を重ね、毎年着実に進めて行きま
す。

※前回：令和６年３月21日、前々回：令和５年３月10日



6.計画・評価の推進体制 11

長期スパンにおける進捗管理、評価スケジュール

前期 中期 後期

R2 年度

(2020)

R3 年度

(2021)

R4 年度

(2022)

R5 年度

(2023)

R6 年度

(2024)

R7 年度

(2025)

R8～
(2026～)

前期 後期 前期 後期 前期 後期 前期 後期 前期 後期 前期 後期

施策実施確認

内容の評価

（プロセス評価）

目標の達成

状況の評価

（効果の評価）

課題共有

改善と反映

事業実施

実施 状況 の

確認・評価

毎年 確認可

能な数値の

チェック

実施の課題

共有

次年度実施の

改善と反映

中間年の

目標達成

状況評価

最終年の

目標達成

状況評価

反映 反映 反映 反映 反映

直近１年間の協議会等の実施日程

日時 主な議題

第１回交通まちづくり検討部会 令和６年４月16日 ・令和６年度の取組について

第１回協議会 令和６年６月24日 ・地域公共交通確保維持計画（地域内フィーダー系統）について
・自主運行バスの運行について

第１回意見交換会 令和６年８月27日 ・環境定期券制度について
・共通定期券化の検討について

第２回交通まちづくり検討部会 令和６年９月４日 ・夜間乗合タクシーの実証運行について
・共通定期券化の検討について

第２回意見交換会 令和６年９月18日 ・バスの日イベントの実施について

第３回交通まちづくり検討部会 令和６年12月27日 ・単独継続困難の申し出路線への対応について
・地域内フィーダー系統の運行計画変更について

第２回協議会 令和７年１月21日 ・地域間幹線系統確保維持計画の事業評価について
・地域公共交通計画及び地域公共交通確保維持改善事業の評価について
・単独継続困難の申し出路線への対応について



（別添１）

令和7年1月21日

協議会名：

評価対象事業名：

①補助対象事業者等 ②事業概要
③前回（又は類似事業）の
事業評価結果の反映状況

⑥事業の今後の改善点
（特記事項を含む）

【補助対象となる事業者
名等の名称を記載】

【系統名・航路名・設備名、運行（航）区間、整備
内容等を記載（陸上交通に係る確保維持事業に
おいて、車両減価償却費等及び公有民営方式車
両購入費に係る国庫補助金の交付を受けている
場合、離島航路に係る確保維持事業において離
島航路構造改革補助（調査検討の経費を除く。）
を受けている場合は、その旨記載）】

【事業評価の評価対象期間
において、前回の事業評価
結果をどのように生活交通
確保維持改善計画に反映さ
せた上で事業を実施したか
を記載】

A
・
B
・
C
評
価

【計画に基づく事業が適切に実
施されたかを記載。計画どおり
実施されなかった場合には、理
由等記載】

A
・
B
・
C
評
価

【計画に位置付けられた定量的
な目標・効果が達成されたかを、
目標ごとに記載。目標・効果が
達成できなかった場合には、理
由等を分析の上記載】

【事業の今後の改善点及びより適切な目標を記
載。改善策は、事業者の取り組みだけでなく、地
域の取り組みについて広く記載。特に、評価結果
を生活交通確保維持改善計画にどのように反映
させるか（方向性又は具体的な内容）を必ず記載
すること。】
※なお、当該年度で事業が完了した場合はその
旨記載

富士急シティバス株式
会社

ららぽーと・原団地・原駅線（２系統）
・ららぽーと沼津～片浜駅～原駅
・片浜駅～県営原団地～原駅

A
計画通り事業は適切に実施され

た。
C

〔効果指標：収支差額〕
【目標】▲15,000千円以下

【実績】▲15,915千円
　　　　　　（-915千円）

目標値より915千円収支差額が
拡大した。目標未達成の理由と
して、利用者数の減、単価の増
（会社全体の減便に伴う実車走

行キロの減）が考えられる。

収支差額の目標を達成できなかった。
今後も沿線地域や近隣の商業施設等
での周知を図るとともに、JRの乗継を
考慮したダイヤ改正等引き続き利用促
進に向けた取り組みを実施していく。

富士急シティバス株式
会社

片浜・柳沢線（１系統）
・片浜駅～愛鷹中学校入口～柳沢

A
計画通り事業は適切に実施され

た。
A

〔効果指標：収支差額〕
【目標】▲6,700千円
【実績】▲6,061千円
　　　　　（＋639千円）

目標値より639千円収支差額が
縮小された。

収支差額の目標を達成した。
関係施設へ専用時刻表の配布を行
い、更なる利用促進に努め、収支差額
の縮小を目指す。

富士急静岡タクシー株
式会社

ミューバス原・浮島線（５系統）
・原駅～東平沼～浮島地区センター
・原駅～マックスバリュ沼津原町店前
～荒久
・原駅～沼川橋～三合橋・石川～荒久
・原駅～ヤマハモーター前～原駅
・原駅～浮島地区センター～荒久

・地域協議を行い、利用実績
の分析による運行計画の見
直し
・浮島地区における路線図
及び時刻表の配布
・原駅、原・浮島地区セン
ターでの公共交通マップの
配架

A
計画通り事業は適切に実施され

た。
A

〔効果指標：収支差額〕
【目標】▲8,000千円
【実績】▲6,390千円

　　　　　　（＋1,610千円）

目標値より収支差額が1,610千
円縮小された。

収支差額の目標を達成した。
利用実態の把握、分析による利用促
進策の検討を行い、さらなる収支差額
の縮小を目指す。

沼津市地域公共交通協議会

地域内フィーダー系統確保維持費補助金

地域公共交通確保維持改善事業・事業評価（生活交通確保維持改善計画に基づく事業）

④事業実施の適切性 ⑤目標・効果達成状況

・「原線」や「片浜・柳沢線」と
の接続における乗継割引の
実施
・原駅、片浜駅、原・愛鷹・今
沢・片浜地区センターでの公
共交通マップの配架
・原・愛鷹・今沢・片浜地区に
おける路線図及び時刻表の
配布
・沿線小学校でのバスの乗
り方教室の実施
・片浜駅にﾃﾞｼﾞﾀﾙｻｲﾈｰｼﾞを
設置

1/3



（別添１）

富士急シティバス株式
会社

東海道線（１系統）
・沼津駅～大諏訪～片浜駅

R6からの新規路線 A
計画通り事業は適切に実施され

た。
-

〔効果指標：収支差額〕
【目標】▲18,000千円
【実績】▲2,517千円

　
R6.4から補助を開始した新規路
線であり、フィーダー補助対象期
間の半期分しか実績がないため
目標に対する評価を行うことが

できない。

R6からの新規路線のため評価不可

富士急シティバス株式
会社

拓南東線（１系統）
・沼津駅～沼津学園前～拓南東

R6からの新規路線 A
計画通り事業は適切に実施され

た。
-

〔効果指標：収支差額〕
【目標】▲14,000千円

【実績】▲936千円
　

R6.4から補助を開始した新規路
線であり、フィーダー補助対象期
間の半期分しか実績がないため
目標に対する評価を行うことが

できない。

R6からの新規路線のため評価不可

富士急シティバス株式
会社

運転免許センター線（１系統）
・沼津駅～高尾台～運転免許センター

R6からの新規路線 A
計画通り事業は適切に実施され

た。
-

〔効果指標：収支差額〕
【目標】▲11,000千円
【実績】▲2,319千円

　
R6.4から補助を開始した新規路
線であり、フィーダー補助対象期
間の半期分しか実績がないため
目標に対する評価を行うことが

できない。

R6からの新規路線のため評価不可

富士急シティバス株式
会社

北小林線（１系統）
・沼津駅～天神ヶ尾～マーレ沼津工場
前

R6からの新規路線 A
計画通り事業は適切に実施され

た。
-

〔効果指標：収支差額〕
【目標】▲8,000千円
【実績】▲2,506千円

　
R6.4から補助を開始した新規路
線であり、フィーダー補助対象期
間の半期分しか実績がないため
目標に対する評価を行うことが

できない。

R6からの新規路線のため評価不可

株式会社東海バス
下香貫循環（２系統）
・沼津駅～東桃郷・木の宮～沼津駅
・沼津駅～木の宮・東桃郷～沼津駅

R6からの新規路線 A
計画通り事業は適切に実施され

た。
-

〔効果指標：収支差額〕
【目標】▲4,600千円
【実績】▲1,973千円

　
R6.4から補助を開始した新規路
線であり、フィーダー補助対象期
間の半期分しか実績がないため
目標に対する評価を行うことが

できない。

R6からの新規路線のため評価不可
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（別添１－２）

令和7年1月21日

協議会名：

評価対象事業名：

地域の交通の目指す姿
（事業実施の目的・必要性）

事業実施と生活交通確保維持改善計画との関連について

本市の公共交通機関は、鉄道についてはJR沼津駅、片浜駅、原駅、大岡駅の４駅が配置されている。路線バスについては、主に伊豆箱根バス、東海
バス、富士急シティバスの３社の路線が JR 沼津駅を起点に放射状に広範囲に整備されているが、全般として自家用車への利用率が高く、バス事業者
は多くの赤字路線を抱えており、特に郊外部はその傾向が顕著である。
他市とを結ぶ幹線交通としてはJR東海道本線や御殿場線が運行しているほか、地域間幹線系統としては、沼津駅を起点として富士市とを結ぶ原線、長
泉町とを結ぶがんセンター線を富士急シティバスが、三島市とを結ぶ沼津大岡三島線、伊豆の国市とを結ぶ沼津静浦長岡線を伊豆箱根バスが運行し
ており、これら幹線に接続する市内路線バスが、車を持たない高齢者や学生など、他の交通手段のない方々の生活に不可欠な路線として運行してい
る。
しかしながら、昨今の人口減少に加え、コロナウイルスの影響により路線バスの利用は減少の一途を辿っており、各路線のそれぞれが収支の悪化のほ
か、バスの運転手不足により運行の継続が困難な状況となっている。
本市では令和４年２月に第１次沼津市地域公共交通利便増進実施計画を策定し、市西部地区における利便性の向上と利用状況に応じた効率化を図る
ため路線の再編を行った。
この再編により、「ららぽーと・原団地・原駅線」、「片浜・柳沢線」、「ミューバス原・浮島線」を新設し、地域間幹線系統である原線に接続する路線として、
地域内フィーダー系統に位置付け、国と市の補助金を活用しながら運行を維持している。
また、昨今バスの運転手不足により市街地においても減便を余儀なくされる中、沼津駅を中心とする３㎞圏内の都市的居住圏内には本市の人口の約６
割が集中しており、車を持たない高齢者や障がい者、学生なども多いことから、市街地と地域拠点や産業交流拠点とをネットワークで繋ぎ、かつ、鉄道
駅や上記の地域間幹線系統と接続することにより高水準のサービスを提供するため、令和６年４月から新たに「東海道線」「拓南東線」「運転免許セン
ター線」「北小林線」「下香貫循環」の５路線を地域内フィーダー系統として位置付け、国と市の補助金を活用しながら運行を維持していくこととした。
既存の３路線については、原駅、片浜駅を中心に市西部地区住民の通院、買い物等日常生活に必要不可欠な路線として存続していく必要がある。
また、新たに追加する５路線については、沿線に施設や学校が点在していることから、交通結節点である沼津駅と市内の各地域拠点とを結ぶ重要な路
線であり、いずれの路線も住民の通勤、通学、通院、買い物等を中心とした生活に必要不可欠な路線として存続していくことが必要である。

沼津市地域公共交通協議会

令和６年度地域内フィーダー系統確保維持費国庫補助金



（別添１）

令和7年1月21日

協議会名：沼津市地域公共交通協議会

①事業の結果概要
③事業の今後の改善点
（特記事項含む）

【事業内容及び結果概要を記載】

A
・
B
・
C
評
価

【事業が適切に実施された（されている）かを記
載。適切に実施されなかった（されていない）場合
には、実施されなかった事項及び理由等記載】

【事業の今後の改善点として、取組内容・関係者それぞれが果たす
べき役割等を記載。】

【事業名】
①公共交通マップの作成
②モビリティマネジメントの実施
③バス利用啓発用ノベルティグッズの作成
④協議会開催

【事業内容】
①市内に３社あるバス事業者の路線を集約の上、行き先方面別に経路を色で区分した公共
交通マップを作成し、利用者の利便性向上・乗継円滑化を図るとともに、路線再編等の周知を
行う。

②公共交通の役割や重要性について理解を深め、公共交通の利用促進を図ることを目的と
し、パンフレットを作成、配布する。

③バス教室及びバスイベント参加者に向けて、バスに対して更なる関心を持ってもらうため、
利用啓発用のノベルティグッズを作成、配布する。

④計画に基づく事業評価、また、引き続き具体化を進めていく利便増進実施計画の内容確認
のために協議会を開催する。

【結果概要】
①主要施設への行き方や、バスの乗り方に関するわかりやすい説明を掲載し、マップを作成。
市内の中心部の主要商業施設や各公共施設、病院など、主要な乗降ポイントで配布。

②パンフレットを作成し、主に市内小学生を対象としたバス教室で配布。

③バスの乗り方を表示したクリアファイルと不織布のバッグを作成。バスの日イベントのアン
ケート回答者に配布。

④計画に基づく事業評価、利便増進実施計画の内容確認、その他来年度の運行計画等の確
認を協議会の中で行った。

A
当初予定していたスケジュール通り進んでおり、令
和７年３月末の業務完了を予定している。計画通
り、事業が適切に実施されている。

①公共交通の利用者確保に向けて、市内の中心部の主要商業施設
や各公共施設、病院など、主要な乗降ポイントなどで随時マップを配
布し利用促進していく。また、毎年、路線の再編や変更をするため、
マップに最新情報を掲載できるよう更新に努める。

②学校の意見も取り入れながらバス教室の内容とリンクさせ、随時
改善していく。

③どのようなグッズが一番効果的か、対象者に合ったグッズの検討
や配布のタイミングについて精査する。

④来年度も引き続き、計画の取り組みを推進できるよう協議会を通
じて協議・検討していく。

地域公共交通確保維持改善事業・事業評価（計画推進に係る事業）

②事業実施の適切性



（別添１－２）

令和7年1月21日

協議会名：

評価対象事業名：

地域の交通の目指す姿
（事業実施の目的・必要性）

事業実施と生活交通確保維持改善計画との関連について

本市の公共交通機関は、鉄道については沼津駅、片浜駅、原駅、大岡駅の４駅が配置されている。路線バスについては、主に伊豆箱根バス、東海バス、富士急シティ
バスの３社の路線がJR沼津駅を起点に放射状に広範囲に整備されているが、複数の事業者による重複運行が見られるなどの課題を有している。また、市内の多くの
バス路線は赤字となっており、事業者が不採算路線として廃止したバス路線においては地域住民の日常生活に必要な交通手段を確保するため、市が事業者に運行
を委託し欠損額を補助することで維持している。地域間幹線系統としては、沼津駅を起点として富士市とを結ぶ原線、長泉町とを結ぶがんセンター線を富士急シティバ
スが、三島市とを結ぶ沼津大岡三島線、伊豆の国市とを結ぶ沼津静浦長岡線を伊豆箱根バスが運行しており、これら幹線に接続する市内路線バスが、車を持たない
高齢者や学生など、他の交通手段のない方々の生活に不可欠な路線として運行しているほか、幹線に接続するららぽーと・原団地・原駅線など８路線もフィーダー系
統として運行されている。
本市の公共交通の課題として、バス事業者間の調整が図られていないため運行が効率的でないこと、バスの運行頻度が乏しいこと、最終バスの運行時間が早いこと
など、利用者にとって利便性に欠けていることなどが挙げられる。
このような中、持続可能な地域公共交通の確保、維持、改善を図るため、「行きたいまち、住みたいまち。～公共交通の改善により、選ばれるまちへ～」を基本方針とし
た沼津市地域公共交通網形成計画を令和２年３月に策定し、活性化再生法の改正に伴い、指標等の追加、見直しを盛り込んだ「地域公共交通計画」へ令和４年２月
に一部改定した。基本方針に基づき、「おでかけの手段として選ばれる公共交通」、「市民とともに支え育む公共交通」、「まちのにぎわいをサポートする公共交通」の３
つを計画の目標に設定し、目標達成に向けて６つのプロジェクトを設けている。
「公共交通軸形成プロジェクト」では、市街地を中心とした路線の再編、特に重複路線の解消や路線の短縮などにより運行の効率化を図り、それに伴い運行頻度の確
保や運行時間帯の拡大、人口集積地への路線新設を行うことなどを実施事業として位置づけている。また、「わかりにくさ使いにくさ解消プロジェクト」では、本市最大
の交通結節点であるJR沼津駅南口バスターミナルにおいて、発着バスのダイヤを等間隔にすることなどに取り組むこととしている。また、まちなかへの来訪回数を増
やしながら公共交通の利用回数を増加させることを目指し、「楽しいおでかけ創出プロジェクト」として、企画乗車券やフリーパス、路線図や時刻表の作成、バスイベン
トの開催などの取り組みを実施することとしている。
本事業は、上記「楽しいおでかけ創出プロジェクト」の一つであり、市内に３社あるバス事業者の路線を集約の上、行き先方面別に経路を色で区分した公共交通マップ
を作成し、利用者の利便性向上・乗継円滑化を図るとともに、バス教室、バスイベントの際にパンフレットを配布しバスの乗り方に関する関心を高めること、イベント開
催時にはアンケートの回答率を高めるためのノベルティグッズの作成を行う。また、計画に基づく事業評価・引き続き具体化を進めていく利便増進実施計画の内容確
認のために協議会の運営をしていく。

沼津市地域公共交通協議会

①公共交通マップの作成　②モビリティマネジメントの実施　③バス利用啓発用ノベルティグッズの作成　④協議会開催


	06_沼津市地域公共交通計画の事業評価について（第三者評価委員会用）.pdfから挿入したしおり
	既定のセクション
	スライド 1: 沼津市地域公共交通協議会 （沼津市）
	スライド 2
	スライド 3
	スライド 4
	スライド 5
	スライド 6
	スライド 7
	スライド 8
	スライド 9
	スライド 10
	スライド 11



